
平成１２年（ワ）第２４号　損害賠償請求事件
口頭弁論終結日　平成１３年９月５日
判決
主文
　１  原告らの請求をいずれも棄却する。
　２　訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１　請求
　１　主位的請求
　　　被告Ｃ市は，原告Ａ会社に対し金７１３０万円，原告Ｂに対し金１７３６万
円，及びこれらに対する昭和６２年３月１７日から支払済みまで年５分の割合によ
る金員を支払え。
　２　予備的請求
　　　被告Ｃ市は，原告Ａ会社に対し金２６９１万円，原告Ｂに対し金６５５万２
０００円，及びこれらに対する平成１２年５月９日から支払済みまで年５分の割合
による金員，並びに原告Ａ会社に対し別紙物件目録１記載の土地につき，原告Ｂに
対し別紙物件目録２記載の土地につき，それぞれ平成１２年４月１日から市道認定
取消しないし原状回復まで毎月末日限り１平方メートル当たり１か月金７５円の割
合による金員を支払え。
第２　事案の概要
　本訴は，原告Ａ会社につき別紙物件目録１記載の土地を，原告Ｂにつき別紙物件
目録２記載の土地を，その同意を得ないまま被告Ｃ市が市道に認定したことによ
り，当該土地の使用収益権が侵害されたとして，原告らがそれぞれ被告に対し，不
法行為に基づき，主位的請求として，当該土地の処分価額相当額の損害賠償と市道
認定の日とする昭和６２年３月１７日からの遅延損害金の支払を，予備的請求とし
て，①市道認定の日とする昭和６２年３月１７日から本訴提起の日である平成１２
年３月３１日までの当該土地の賃料相当額の損害賠償，②これに対する訴状送達の
日の翌日である平成１２年５月９日からの遅延損害金，及び③本訴提起の日の翌日
である平成１２年４月１日から市道認定取消し又は原状回復までの当該土地の賃料
相当額の損害賠償を，
それぞれ求めた事案である。
　１　争いのない事実等
(1)　別紙物件目録１及び２記載の土地（以下「本件土地」と総称する。）は，いず
れも原告Ａ会社が売買により取得し，所有していたものであり，この所有権移転に
ついては，昭和３９年１１月７日受付の所有権移転登記を経ている（甲１から７ま
で）。
このうち，別紙物件目録１記載の土地はその後も原告Ａ会社が所有し（争いがな
い。），別紙物件目録２記載の土地は，原告Ａ会社から原告Ｂが譲り受け（平成５
年３月２２日受付の所有権移転登記が経由されている。甲６，７），現在所有して
いる（争いがない。）。
(2)　本件土地については，昭和６２年３月１７日に道路法８条２項に基づくＣ市議
会の議決を経た上で（争いがない。），同年４月２４日に，①別紙物件目録１(1)及
び(5)記載の土地を含む総延長２２６メートル，最大幅員９．３メートル，最小幅員
７．４メートル，平均幅員７．６メートル，面積１９４９．４平方メートルの土地
部分がＤ横６号線として，②別紙物件目録１(2)，(3)及び(4)，並びに別紙物件目録
２記載の土地を含む総延長２２７．６メートル，最大幅員６．１メートル，最小幅
員４．５メートル，平均幅員４．６メートル，面積１２８３．６平方メートルの土
地部分がＤ横７号線として，Ｃ市長により，道路法に規定する市道の路線の認定を
受けた。これらの市道については，同年５月１５日に道路の区域が決定され，供用
が開始された（乙５の
１・２）。
(3)　市道認定後，本件土地の表面は舗装され，側溝が整備されており，また，地下
には水道管が敷設されている（争いがない。）。
　２　争点
(1)　被告Ｃ市は，本件土地の市道認定に当たって，原告らの同意を得ていないか。
(2)　本件土地の市道認定によって原告らに損害が生じたといえるか。
（被告の主張）
　原告Ａ会社が昭和４２年から昭和４３年にかけて，本件土地の周辺を宅地造成し



分譲したが，本件土地は，この分譲宅地の買受人や一般市民の通行の便益に供する
ために無償で提供された土地であり，国や地方自治体が道路用地等のために買収す
る等の特段の事情がある場合は別として，交換価値はなく，また，これを道路以外
の用途で使用することは原則としてできない性質のものである。
　本件土地は，市道認定の前後を通じて道路として使用されており，認定によって
土地の使用形態には何ひとつの変化もない。
　よって，原告らが損害を受けたとはいえない。
（原告の主張）
　原告Ａ会社は，本件土地の周辺の土地を，役員及びその親戚知人に土地の現状の
まま売買したもので，売却当時には道路としての形成はなかった。
　本件土地の周辺の土地は，原告Ａ会社からの買受人から更に購入した者が住宅を
建築するようになり，本件土地は自然発生的に道路として形成されてきたものであ
り，さらに，被告Ｃ市が周辺住民の陳情を受け応急措置として路面の補修工事を施
工した結果，道路となったものである。
　本件土地は，市道認定前であれば，被告Ｃ市に売却又は賃貸借をすることも可能
であり，市道として必要な幅員を越えた部分は周辺隣接地主に売買又は賃貸借する
ことができた。しかし，被告が市道認定の上で，舗装，排水溝工事を執行したこと
などの結果，使用収益が制限されて損害を受けた。
　　(3)　損害額はいくらか。
　原告らは，本件土地は，原告Ｂ会社所有部分が２３００平方メートル，原　　　
告Ｂ所有部分が５６０平方メートルあるところ，既に表面は舗装され，地下　　　
には水道管が敷設され，側溝等も敷設されているから，原告らが被告に対し，　　
　市道認定取消しを求めても原状回復に多大な費用を伴い，また，原状回復を　　
　すれば本件土地周辺住民の上水道施設，排水施設等に問題を惹起することに　　
　なるとして，主位的に，１平方メートル当たり金３万１０００円の割合によ　　
　る金員を処分価額相当損害金額として，予備的に，１平方メートル当たり１　　
　か月金７５円の割合による金員を賃料相当損害金額として，それぞれ主張し　　
　ている。
第３　争点に対する判断
　１　争点１について
    (1)　証拠（その具体的な摘示は，適宜，判示文末に記載する。）によれば，次
の事実が認められる。
      ア　原告Ａ会社は，昭和３８年１０月９日，設立され，昭和５９年６月３０
日に株主総会の決議により解散し（解散登記は，同年７月１２日），昭和６２年６
月１４日，株主総会で清算結了の報告，決算報告書の承認がされ，同月２４日清算
結了の登記が経由された。しかし，その後，平成１０年２月１９日に復活し，同日
清算結了の登記が抹消された（甲２０，乙１９）。
　　　イ　本件土地は，原告Ａ会社に取得された後，昭和４１年１１月に分筆登記
が経由されている。この分筆によって，所在Ｃ市字Ｅ地番Ｆ及びＧの土地が東方向
から西方向に向けて並んだ形で連なる細長い帯状の一団の土地部分と，その北側に
これと平行して，同所在地番Ｈ，Ｉ及びＪの土地が東方向から西方向に向け並んだ
形で連なる細長い帯状の一団の土地の，２つの土地の固まりが作られた（この状態
は，一見して２本の道路が平行して走っているような形状を示している。）。その
後，平成５年５月１９日に地番Ｊの土地が，同地番のほか，地番Ｋ及びＬの３筆に
分筆されたが，これ以外には変化がないまま，現在に至っている（甲１から８ま
で，乙２４）。
　　　　　なお，別紙物件目録１の(1)及び(5)の土地は，昭和５３年３月に，登記
官の職権により，不動産登記簿上の地目が公衆用道路とされている（甲１，５）。
　　　ウ  昭和６０年ころには，本件土地は，野道同様で路面の破損がはなはだし
く，側溝もないため降雨時には泥沼と化し，人の歩行すらできず，自動車，オート
バイ，自転車等の車両は水没し，しぶきを上げて走る状態で，また，乾燥した天候
のときには車の通行により粉じんを巻き上げ付近住民は迷惑している状況にあっ
た。こうした状況にあったため，本件土地周辺の住民は，昭和６１年３月１４日，
Ｃ市長に対し，本件土地を含む土地について市道編入の上で路面アスファルト舗装
及び側溝構築をしてほしい旨請願した。さらに，昭和６２年１月２２日，Ｃ市Ｄ地
区自治会は，Ａ市長に対し，本件土地を含む同自治会地区内の土地について，市道
に編入した上で路面舗装工事をしてほしいとの請願をした（乙１の１・２，２の
１・２）。



　また，本件土地周辺住民は，昭和６１年にＡ市議会に対し，本件土地を含む土地
についての市道編入に関する陳情をした。この陳情は，昭和６１年３月定例議会に
おいて建設土木委員会に付託されて，閉会中継続審査に付された。同委員会は，市
当局者ともども現地調査を行い，その結果，①当該地域は一部宅地造成がされてい
るものの生活道路が不整備なため相応の不便をかこっている実情にあり，その実情
を市当局も十分理解していること，②しかし，同地域の道路が私道であるため，そ
の地権者の協力を求めると同時に十分話し合いをし，市道として認定できる要件が
充たされるならばできるだけ早い時期に市道として認定し，整備舗装していきたい
という前向きの姿勢に市当局があることを認めた。そして，同委員会もそうした実
情からしてこの陳情
の趣旨は十分理解できるとした上で，この陳情を採択すべきものと決定し，同年６
月の第２回議会においてその旨の報告がされた。これを受け，同議会においても報
告どおりにこの陳情は採択された（乙１５，証人Ｍ）。
　　  エ　昭和６２年ころ，被告Ｃ市においては，私道を市道として認定をするた
めに，土木課職員において地権者から同意の押印をもらう作業をするのが通常であ
った（証人Ｍ）。
  　(2)　他方，昭和４０年ころには原告会社の専務取締役をし，昭和４５年ころに
は原告Ａ会社の代表取締役をしていたＮは，その自伝において，次のように述べて
いる（甲２４，２６，乙１３）。
　　　ア　昭和４１年ころ，Ｄ原野にブルドーザーで道路を拓くことを企て，Ｏ商
工高校の南西角から同校敷地の南側境界線を南東方向に延長するような形で，ブル
ドーザーを使って原告Ａ会社の所有地の中央を貫いてさんご礁の岩盤を削り，Ｐに
もう一歩というところまで幅員５間の道路を造った。
　　　イ　この道路（Ｎは，「５間道路」と呼んでいる。）は，原告Ａ会社の所有
地のほか，Ｄ地区所有地を通過しているが，Ｎは，Ｄ地区の承諾を得て，道路とし
た部分については市に無償で贈与するので，市道として維持管理してほしい旨を市
役所に申し出た。
　　　ウ　Ｎがこのようにして道路を拓いた真の目的は，原告Ａ会社の所有地を宅
地として造成し，高く売却するためであり，同人は，５間道路の北側に更に道路を
通し総面積で８０００坪の宅地ができるように図面を作り，設計どおりに区画整理
をして分筆登記をした。
  分筆登記後，造成した宅地は売却した。地価は買値から１２倍となった。その
後，土地は更に値上がりし，売却の５年後の昭和４７年にこれらの宅地を転売した
人は，一躍土地成金となった。
　　　エ　５間道路は，Ｏ商工高校側の入口部分が，原告Ｂ会社及びＤ地区以外の
所有地であったため，空地とはいえ無断でブルドーザーを入れられ，道路にされた
ことに当該地の地主が憤慨し，騒ぎになった。そのため，代替地を提供する等の条
件で交渉を試みたが，なかなか了解を得られなかった。
　そこで，冷却期間を置こうと考え，５間道路を閉鎖した。通行禁止の立て札を立
てたが，いつの間にか立て札がなくなり，人々が通行を始めた。地主たちも，大き
な石を置いたり，大木を持ってきたりして道路をふさいだが，また誰かに取り払わ
れるというイタチごっこが始まり，根比べの末，通行人側の粘り勝ちとなり，地主
も当該地を道路用地として原告Ｂ会社に売り渡すことになり，５間道路は，天下の
大道として，堂々とタクシーやトラックが通行するようになった。
　　これらの記述と(1)で認めたところを対比すると，本件土地が分筆された時期と
符合するほか，Ｎが５間道路と述べているものは，その位置関係及び幅員からし
て，その後Ｄ横６号線として認定されることとなった土地部分（以下「南側土地部
分」という。）に該当するものと認められる。また，Ｎが５間道路の北側に通すこ
ととしたと述べている道路は，その後Ｄ横７号線として認定されることとなった土
地部分（以下「北側土地部分」という。）のことと認めることができ，これらによ
れば，Ｎの上記記述は基本的に信用できるものと認められる。
　そして，以上によれば，(1)イの分筆は，原告Ａ会社の所有地を宅地として造成
し，高く売却するためのものであり，南側土地部分及び北側土地部分は，そのため
の道路とすることを構想して分筆されたものであると認められる。さらに，以上の
ようにＣの方針にどおりに原告Ａ会社の所有地の処分が行われていることからすれ
ば，道路として構想，分筆したこれらの土地部分を無償で市道とすることが原告Ａ
会社の方針であったものと推認される。
　  (3)　以上の事実に加え，証拠（乙９，１７，２０及び２３並びに証人Ｑ）によ



れば，次の事実が認められる。
　　　ア　原告Ａ会社は，元来畜産業を目的として設立されたが，負債があり，そ
の返済に困難があったため，畜産部門を農業法人化した上で，昭和５０年代後半に
は，所有土地を処分して任意清算することとした。
　　　イ　この方針の下，原告Ａ会社は，昭和５８年３月１８日に有限会社Ｒとの
間で，同社に原告Ａ会社の所有土地を４億０３１４万６０００円で売買する内容の
売買契約を締結し，これによって本件土地（厳密にいえば，本件土地に加え，その
後Ｓに譲り渡された所在Ａ市字Ｅ地番Ｔ，並びに更に分筆の上で建設省に売却され
た同所在地番Ｋ及び同地番Ｖの土地も含む。Ｕ以下これらの土地を「残存所有地」
という。）を除き，所有する土地すべてを換価処分し，この代金で負債を返済し
た。
　　　ウ  原告Ａ会社の昭和５９年６月３０日の臨時株主総会では，解散の決議を
行い，清算人としてＳ，Ｖ，Ｗの３名が選任されるとともに，残存所有地の処分方
法について緊急動議が出されて議題とされ，いずれＣ市に移転すべきものであり早
くに処分すべきであるという議論がされた上で，清算人会に一任することが決議さ
れた。
　　　　　この点，原告らは，甲第３１号証はこの臨時株主総会の議事録原稿であ
り，これによれば残存所有地の処分については前回の昭和５７年８月１５日の定時
総会と同様とする旨決議されたのであり，前回と同様に株主１５名連名の名義にす
る旨の決議があったと主張し，原告Ａ会社代表者兼原告Ｂ本人も同旨の供述をして
いる。
　　　　　甲第３１号証の該当部分は，緊急動議があり第４号議案として取り上げ
た旨の記載のあとの「それを慎重に審議し清算人に前回同様とすることに満場一致
で決議した」との部分である。しかし，「清算人に前回同様とする」との部分は文
章として意味が通じない上に，表記上も「前回同様」の記載部分は他の記載部分と
比して字間が詰まったものとなっていることが認められる。改ざんの疑いが強いと
いわざるを得ないため，甲第３１号証は採用できず，原告Ａ会社代表者兼原告Ｂ本
人の供述も採用することは困難である。
　　　　　他方，確かに甲第１８号証によれば，昭和５７年８月１５日の原告Ａ会
社定時総会で，残存所有地について１５名の株主連名の名義とする旨の決議があっ
たことが認められる。しかし，同時に解散決議がされ，また，解散に伴う土地売渡
先を株式会社Ｘに決める旨の決議があったものと認められるところ，原告Ａ会社
は，実際にはこの解散決議によって解散登記に至っておらず，実際の解散登記は，
その１年１１か月ほど後に，昭和５９年６月３０日の株主総会の解散決議に基づい
てされている。さらに，現実の土地売渡先も有限会社Ｒであるのは先に認定したと
おりであること，残存所有地に株主連名の移転登記が経由された経過は認められな
いことに照らせば，昭和５７年８月の定時総会決議は，結局のところ白紙に戻され
たものと推認される。

　　　エ　昭和５９年６月３０日に開かれた原告Ａ会社清算人会においては，Ｓが
代表清算人に選任され，同人は代表清算人に就任することを承諾した。清算人会で
は，残存所有地について，将来関係当局に譲渡する方向での協議が行われ，同年８
月２５日に開催された原告Ａ会社定時株主総会において将来関係当局に譲渡する旨
の報告はしたものの，具体的に処分方を決めるまでには至らなかった（この点は証
人Ｑ１１項から１３項まで，及び１１１項から１１４項までによって認める。原告
らは，同証人１１４項により，残存所有地を市に譲渡する旨の協議は清算人会では
一切されていないと主張しているが，供述の断片を捉えた主張であって採用できな
い。）。
オ　Ｓは，原告Ａ会社が昭和６２年に清算結了の登記をするまで原告Ａ会社の代表
清算人の立場にあったが，昭和６２年当時，本件土地について，原告Ｂ会社が分譲
した土地の譲受人らが道路として使用しているものであり，これを他に売却すると
か賃貸借するとかはできない土地であるとの認識を有していた。また，同人は，原
告Ａ会社の清算上，残存所有地を整理するには市道に認定されるほうが都合がいい
と考えていた。
　　さらに，原告Ａ会社が残存所有地を処分することなく清算結了してしまったこ
とについて，Ｓは，残存所有地は換価できるものでもなく実害もなかったため，放
置してしまったと述べている。
(4)　以上によれば，



ア　本件土地は，昭和４１年の分筆によって現在の地形が基本的に定められる際に
道路として構想され，道路としての使用が予定されており（本件土地の形状及び位
置関係からしても，これらのことは明らかである。），うち南側土地部分について
は，昭和５３年ころには公衆用道路として使用される状態となっており，残りの北
側土地部分についても，遅くとも昭和６０年には公衆が道路として使用する状態に
なっていたこと，
イ　原告Ａ会社は，昭和４０年代の本件土地周辺の所有地を他に売却する当時か
ら，本件土地を無償で市道とする方針を有しており，原告Ａ会社が解散する際に
も，本件土地を含めた残存所有地は，道路として市に無償で使用させる方向で議論
が行われ，そのことについて原告Ａ会社株主から明確な反対もなかったこと，
ウ　原告Ａ会社の清算結了の登記を経た昭和６２年当時には，原告Ａ会社代表清算
人Ｓは，本件土地を含む残存所有地は公衆用の道路として使用されるべきものでこ
れを他に売却したり賃貸したりすることはできず，その意味で無価値物であるとの
認識にあったこと，
エ　ウの認識を背景として，原告Ａ会社代表清算人Ｓは，原告Ａ会社の清算を進め
る上では残存所有地が市道に認定されるほうが都合がいいと考えており，また，ウ
の認識から，原告Ａ会社は，残存所有地をそのままにして清算を結了するに至った
こと，
オ　被告Ｃ市当局は，本件土地の市道認定がされた昭和６２年当時，市道認定をす
るには所要の手続が必要であり，その内容のひとつとして地権者の承諾を得る必要
があることを認識しており，承諾を得る作業を行うのが通常であったこと，
カ　被告Ｃ市が本件土地周辺住民から，本件土地の市道認定について請願を受けて
から市道認定に至るまでに１年以上経過していること，
が認められる。
　これらによれば，昭和６２年当時，原告Ａ会社は，被告から本件土地の無償使用
についての承諾を求められれば，何ら異存なく承諾したであろうと考えられる。ま
た，被告Ｃ市も本件土地を市道として認定するためにはこの承諾を得る必要を認識
しており，現実に承諾を得るための時間的余裕もあったものと認められる。逆に，
承諾を得ないまま市道認定を強行しなければならないような事情が被告にあったと
は認められない。
　　(5)　ところで，残存所有地の無償使用についての原告Ａ会社の承諾書面である
と被告Ａが主張する乙第３号証の別紙には，残存所有地の特定事項が記載されてい
るほか所有者として「Ａ株式会社」と記載され，「Ａ会社社長之印」が押捺されて
いるところ，これと乙第１４号証及び第１７号証にそれぞれ押捺されている原告Ａ
会社代表取締役印の印影との対照並びに証人Ｑによれば，乙第３号証の当該押印は
原告Ａ会社代表取締役印によるものであることが認められる。
　また，証人Ｑによれば，昭和６２年当時，原告Ａ会社代表取締役印はＳが保管し
ており，原告Ａ会社側の関与なしに被告Ｃ市側がこれを押印することは不可能であ
ることが認められる。
　そして，以上を総合すれば，乙第３号証の押印は，原告Ａ会社代表清算人である
Ｓが押印したものであり，これによって，原告Ａ会社は被告Ｃ市に対し，本件土地
を含む残存所有地の市道認定に当たって，被告Ｃ市が残存所有地を市道として無償
で使用することについての承諾を与えたものと認めることができる。
    (6)  この点，証人Ｑは，乙第３号証の押印について自らした可能性は否定しな
いもののその記憶がない旨述べているが，同人は供述当時７４歳の老人であり，ま
た，１３年も以前の事柄であり，(4)で認めた諸事情からして同人にとって特別に印
象的な事柄ではないと考えられることや，同人と原告Ｂとの関係を考慮すれば，上
の認定を左右するものではない。
　また，原告らは，①本件土地の市道認定の同意書の有無についてＣ市議会で問題
とされたが，平成１１年６月１８日の同議会建設土木委員会の報告書では同意書が
ないものと報告されており，また，平成１１年９月のＣ市議会でも同意書の存在が
明らかにされていないこと，②乙第３号証の表紙と別紙には契印がなく，表紙には
承諾者の記名押印もないこと，③乙第３号証と同一様式で被告が別件土地の市道と
しての無償使用承諾文書であるとしている乙第１０号証から第１２号証までの中に
は，道路敷きではない土地の所有者の押印が含まれていること，④昭和６２年当時
原告Ａ会社は清算会社となっていたから，原告Ａ会社の実印といえるものは代表清
算人の印鑑であり，解散前の代表取締役印ではないことを指摘し，⑤昭和５７年に
残存所有地を株主共



有名義とする旨の株主総会決議をしているのであるから，原告Ａ会社がこれと矛盾
して無償使用の承諾をすることはあり得ない，⑥以上からすれば，乙第３号証の印
鑑は偽造されたものか，乙第３号証の別紙が土地使用の承諾書とは違う別の目的で
作られたものかのいずれかと考えられると主張している。
　確かに，証拠上①から③の事実を認めることができる。また，昭和６２年当時原
告Ａ会社が清算会社であったことは上に述べたとおりである。しかし，⑤の点は，
先に判示したように認められるから，上記認定をゆるがせにするものではない。ま
た，⑥の主張のとおりだとすれば，被告Ｃ市が乙第３号証を証拠として提出する過
程で私文書偽造罪（刑法１５９条）に該当する行為が行われたおそれが強いことに
なるが，被告側にそうした犯罪行為にまで及ばなければならない事情があるとは認
められない。①の点は，その後に乙第３号証が発見されたと考えることができ，
②，③及び④の点も，乙第３号証が真正に成立したものではないことを直ちに帰結
するものではない。
　(5)までに認定した事実によれば，原告らの上記指摘を踏まえても，乙第３号証
は，Ｆが押印することにより真正に成立したものと認められる。そして，(4)に示し
た諸事情からはＦが被告Ｃ市に対し本件土地の無償使用の承諾を与えることは極め
て合理的な行動であると考えられるのであるから，それらの諸事情と併せ乙第３号
証を検討すれば，上記のとおりの認定をすることが十分に可能である。原告らの上
記主張は採用することができない。
　　(7)　以上の次第で，本件土地の市道認定に当たって，被告Ｃ市が原告Ａ会社の
同意を得なかったものと認めることはできない。
　　　　他方，被告Ｃ市は原告Ｂから別紙物件目録２記載の土地の無償使用につい
て直接同意を得ていないことがうかがわれる。しかし，原告Ｂは，本件土地の市道
認定の後に原告Ａ会社から別紙物件目録２記載の土地を譲り受けたのであるから，
原告Ａ会社が市道認定によって負担すべき制限は甘受しなければならない立場にあ
る（最一小判昭和４４年１２月４日民集２３巻１２号２４０７頁参照）。別途，同
意がないことを理由とした損害賠償請求はできないというべきである。
　２　したがって，そのほかの点の判断をするまでもなく，本訴請求はいずれも理
由がない。
            那覇地方裁判所石垣支部

　　　　　　　　　　　　　裁判官　　小　海　隆　則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙）
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